
資料②

1月
9/5

10 :00
～

12 :00

9/12
10 :00～
12 :00

9/19
13 :30～
16 :30

9/26
10 :00～
12 :00

10/8
13 :30～
15 :30

10/23
10 :00～
12 :00

10/29
13 :30～
15 :30

11/5
13 :30～
15 :30

11/12
10 :00～
12 :00

11/19
13 :30～
15 :30

11/20
13 :30～
15 :30

11/26
13 :30～
15 :30

12/3
16 :00～
18 :00

12/10
13 :30～
14 :45

1/14
13 :30～
15 :00

3/17 13 :30～15:30
（コメント回答1件、資
料提出1件、火山）

4/14 11 :00～12:00
（コメント回答、資料

提出2件）

有毒ガス 警報なし津波

警報なし
津波

－ 審査基準比較（全体説明）
【約100ページ】 － － － － －

審査基準比較の条項の整理までは、概略説明と
し、6連表を説明

□

参考資料 比較表
【約900ページ】

－ － － － － 6連表説明時に、都度比較条文を説明 □

２. 教育訓練について 補(1)－   5 P585～589 － － 先行プラントと同内容 〇 ● ●

３. 誤操作防止に関する事項について 補(1)－  48 P51 － － 先行プラントと同内容 △

４. 原子炉起動前の確認について 補(1)－  53 P52 － － 先行プラントと同内容 △

５. 添付２の消火要員と添付３の消防活動要員の関係について 補(1)－  77 P552～P553、P581～P583 － － 先行プラントと同内容 △

６. アクセスルート確保に伴う有毒ガスの考慮について 補(1)－  81 P590 － － 先行プラントと同内容 △

先行プラントと同内容 △

警報なし津波許可後、必要に応じて反映要 (○) 〇（津波）

先行プラントと同内容 △

警報なし津波許可後、必要に応じて反映要 (○) 〇（津波）

１０. 中央制御室停止操作盤（EP盤）に関する技術基準解釈と今後の対応について 補(1)－ 213 P99 － － 先行プラントと同内容 △

１１. 高浜１，２号炉 安全保護系設定値の見直しおよび安全保護回路デジタル化に伴う変更について 補(1)－ 219 P78～P100 － － 先行プラントと同内容 △ ▲

１２. 原子炉格納容器内への１次冷却材の漏えい率を監視する計器の動作可能の確認方法について 補(1)－ 230 P122～P126 － 〇 高浜論点 〇 ●

１３. 制御用空気圧縮系の運転上の制限について 補(1)－ 233 P167～P168 － － 先行プラントと同内容 △

１４. 外部電源の運転上の制限について 補(1)－ 235 P171～P176 － － 先行プラントと同内容 △

１５. 原子炉格納容器貫通部（機器ハッチ）の運転上の制限について 補(1)－248 P191～P193 － － 先行プラントと同内容 △

１６. ＳＡ設備に係る竜巻対策について（予備も含めたＬＣＯ設定） 補(1)－264 P194～P428 － － 先行プラントと同内容 △

１７. 重大事故発生時における海水取水箇所等の判断にかかる優先度について 補(1)－276 P591 － － 先行プラントと同内容 △

１８. 感度解析によるＡＯＴの延長について 補(1)－282 P197～P199 － － 先行プラントと同内容 △

１９. 保安規定における代替措置の考え方について 補(1)－ 299 P194～P428 － － 先行プラントと同内容 △

２０. 常設重大事故等対処設備の点検計画について 補(1)－ 305 P194～P428 － － 先行プラントと同内容 △

２１. 高浜１，２号機における柏崎刈羽６７号炉審査を通して得られた技術的知見の反映について 補(1)－ 318 P301～P303、P409～P411、P816～P817 － － 先行プラントと同内容 △

－ －
先行プラントと同内容（防潮ゲート青旗作業以
外）

△

○（防潮ゲート青
旗作業）

（〇） 警報なし津波許可後、必要に応じて反映要 (○) 〇（津波）

２４. 可搬設備及び緊急時対策所設備等の巡視点検について 補(1)－ 350 P50 － － 先行プラントと同内容 △

２７. ＣＶ内可燃物管理の運用について 補(1)－ 357 P555 － － 先行プラントと同内容 △

２８. 高浜１，２号機における内部溢水による管理区域外への漏えいの防止について 補(1)－ 359 P517～P519 － － 先行プラントと同内容 △

２９. 重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における体制の整備について 補(1)－ 397 P559 － － 先行プラントと同内容 △

３０. 記録について 補(1)－ 447 P456～P463 － － 先行プラントと同内容 △

３１. 新規制基準適用後の保守管理活動について 補(1)－ 457 P446～P452 － － 先行プラントと同内容 △ ▲

３２. 保安規定の施行期日について 補(1)－ 466 － － 〇 高浜論点 〇 ●

３３. 高浜１，２号機における火山対策について 補(1)－ 478 P55

－ －
先行プラントと同内容（プラントに応じた対策の
差異を説明するよう、8/27審査会合にてコメン
トあり）

〇 ●（火山）

３４. Ｔ１２有毒ガス発生時の体制の整備について

－ － － －

新規追加
・Ｔ３４有毒ガス保安規定認可後に、Ｔ３４有毒
ガスを本申請に反映する。
・これに合わせてＴ１２有毒ガス保安規定申請
に伴う補正申請を実施する。
・補足説明資料として、概要、上流規制（設置
許可、工認）を説明する。

〇 〇（有毒ガス）

１. 高浜１～４号機におけるＳＡ対策高度化について － － － 〇 高浜論点 〇 ● ○※

９. 高浜１，２号機における高燃焼度燃料の導入について 補(1)－ 161 P73～P77、P101、P127～P128、P134
P146～P148、P189、P443 － 〇 高浜論点 〇 ●

２３. 高浜１，２号機における管理区域の設定変更について 補(1)－ 343 P846～849 － 〇 個別案件 〇 ●

２５. （欠番） － － － － － －

２６. 補助建屋クレーン等による燃料取り扱い等について（移動範囲等の制限、落下防止、離隔、マーキング） 補(1)－ 353 P432～P440 － － 先行プラントと同内容 △

３４. 高浜２号機における地滑り対策について 補(1)－ 671 P562～P570 － 〇 高浜論点 〇 ●

・ ＬＣＯ等の基本事項
・重大事故等対処設備代替設備整理表
・表85－2～表85－21機器リスト及び設備分類等
・ＳＡ設備に係る既存保安規定変更への反映箇所
・重大事故等対処設備のＬＣＯを適用する運転モードについて

補(2)－4～155

－ －
先行プラントと同内容
（基本的な設定の考え方を事例を用いてご説
明）

△ ▲ ○※

 ・ＬＣＯ等の説明資料 補(2)－156 － － 先行プラントと同内容 △ ▲ ○※

・保安規定第85条 表85-６「原子炉格納容器スプレイをするための設備」運転上の制限等について
８５－６－３ 代替原子炉格納容器スプレイ-原子炉下部キャビティ注水ポンプによる代替原子炉格納容器スプレイおよび原子炉下部キャビティ直接注水

補(2)－391～478
－ 〇 下部キャビティ注水ポンプによるスプレイおよび下

部キャビティ注水 ○ ● ○※

・ 保安規定第85条 表85-14「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」運転上の制限等について
８５－１４－２ 復水タンクから燃料取替用水タンクへの補給（１号炉および２号炉）

補(2)－692～746
－ 〇 空冷式非常用発電装置給油ポンプによる燃料補給 ○ ● ○※

 ・保安規定第85条 表85-15「電源設備」運転上の制限等について
８５－１５－７ 燃料油貯油そう、空冷式非常用発電装置用給油ポンプおよびタンクローリーによる燃料補給設備（１号炉および２号炉）

補(2)－747～819
－ 〇 SA時の水源補給 ○ ● ○※

・ 保安規定第85条 表85-2「緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための設備」運転上の制限等について 補(2)－160～224 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・保安規定第85条 表85-3「１次冷却系のフィードアンドブリードをするための設備」運転上の制限等について 補(2)－225～255 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・保安規定第85条 表85-４「炉心注水をするための設備」運転上の制限等について 補(2)－256～369 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・ 保安規定第85条 表85-５「１次冷却系の減圧をするための設備」運転上の制限等について 補(2)－370～390 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・保安規定第85条 表85-７「原子炉格納容器内自然対流冷却をするための設備」運転上の制限等について 補(2)－479～534 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・ 保安規定第85条 表85-8「蒸気発生器２次側による炉心冷却 （注水）をするための設備」運転上の制限等について 補(2)－535～547 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・ 保安規定第85条 表85-９ 「蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出）をするための設備」運転上の制限等について 補(2)－548～562 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・保安規定第85条 表85-10「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備」運転上の制限等について 補(2)－563～564 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・保安規定第85条 表85-11「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する等のための設備」運転上の制限等について 補(2)－565～619 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・保安規定第85条 表85-12「使用済燃料ピットの冷却等のための設備」運転上の制限等について 補(2)－620～669 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・保安規定第85条 表85-13「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備」運転上の制限等について 補(2)－670～691 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・ 保安規定第85条 表85-16「計装設備」運転上の制限等について 補(2)－820～879 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・保安規定第85条 表85-17「中央制御室」運転上の制限等について 補(2)－880～897 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・保安規定第85条 表85-18「監視測定装置」運転上の制限等について 補(2)－898～907 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・保安規定第85条 表85-19「緊急時対策所」運転上の制限等について 補(2)－908～929 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・保安規定第85条 表85-20「通信連絡を行うために必要な設備」運転上の制限等について 補(2)－930～952 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

・保安規定第85条 表85-21「その他の設備（アクセスルート確保）」運転上の制限等について 補(2)－953～959 － － 先行プラントと同内容 △ ○※

補足説明資料：重大事故等他所設備の運転上の制限に係る括り方の配慮事項について、保安規定第85条（重大事故等対処設備）における
         確認事項について、蓄圧タンク、燃料取替用水タンクほう素濃度のＬＣＯについて

補(2)－960～980
－ － 先行プラントと同内容 △ ○※

○（コメント回答） ○

残り説明

○

－

説明資料

T１２
固有説明事項 備考

該当：〇

－ －

７. 火災発生時、内部溢水発生時及びその他自然災害時の体制の整備について

８. 添付２ 火災、内部溢水、火山影響発生時および自然災害対応にかかる手順のうち保守管理、点検に関する記載について

補(1)－  83 P552～P579

－
P552～P579補(1)－ 157

●

11月９月 10月 12月

高浜発電所 保安規定変更認可申請スケジュール（想定）

詳細資料 比較表ページ該当ページ

設置変更許可
申請との関連
（補足説明資料）資料No

● ●（コメント回答含む）●

補足説明資料（個別）
【約50ページ】

資料１

別紙１

別紙２

補足説明資料（共通）
【約600～700ページ】

ＬＣＯ、ＡＯＴ、ＳＲ説明
【約900～1000ページ】

P194～P428

２２. 青旗作業対象設備について 補(1)－ 323 P429～P431

● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

○：詳細説明実施

△：資料ご確認

□：適宜参照

1



資料②

1月
9/5

10 :00
～

12 :00

9/12
10 :00～
12 :00

9/19
13 :30～
16 :30

9/26
10 :00～
12 :00

10/8
13 :30～
15 :30

10/23
10 :00～
12 :00

10/29
13 :30～
15 :30

11/5
13 :30～
15 :30

11/12
10 :00～
12 :00

11/19
13 :30～
15 :30

11/20
13 :30～
15 :30

11/26
13 :30～
15 :30

12/3
16 :00～
18 :00

12/10
13 :30～
14 :45

1/14
13 :30～
15 :00

3/17 13 :30～15:30
（コメント回答1件、資
料提出1件、火山）

4/14 11 :00～12:00
（コメント回答、資料

提出2件）

有毒ガス 警報なし津波

警報なし
津波

○（コメント回答） ○

残り説明

○

説明資料

T１２
固有説明事項 備考

該当：〇 ●

11月９月 10月 12月

高浜発電所 保安規定変更認可申請スケジュール（想定）

詳細資料 比較表ページ該当ページ

設置変更許可
申請との関連
（補足説明資料）資料No

● ●（コメント回答含む）● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

○：詳細説明実施

△：資料ご確認

□：適宜参照

・２次冷却系からの除熱機能喪失「主給水流量喪失＋補助給水失敗」 P4～P14 － － － 添付３関連 △

・全交流動力電源喪失「外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失＋原子炉補機冷却機能喪失＋ＲＣＰシールＬＯＣＡ」 P15～P39 － － － 添付３関連 △

・全交流動力電源喪失「外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失＋原子炉補機冷却機能喪失」 P40～P63 － － － 添付３関連 △

・原子炉格納容器の除熱機能喪失「中破断ＬＯＣＡ＋格納容器スプレイ注入失敗」 P64～P76 － － － 添付３関連 △

・原子炉停止機能喪失「主給水流量喪失＋原子炉トリップ失敗」 P77～P83 － － － 添付３関連 △

・ＥＣＣＳ注水機能喪失「中破断ＬＯＣＡ（６インチ破断）＋高圧注入失敗」 P84～P99 － － － 添付３関連 △

・ＥＣＣＳ再循環機能喪失「大破断ＬＯＣＡ＋低圧再循環失敗」 P100～P110 － － － 添付３関連 △

・格納容器バイパス「インターフェースシステムＬＯＣＡ」 P111～P120 － － － 添付３関連 △

・格納容器バイパス「蒸気発生器伝熱管破損＋破損側蒸気発生器隔離失敗」 P121～P131 － － － 添付３関連 △

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）「大破断ＬＯＣＡ時に高圧注入機能、低圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する
事故」

P132～P155
－ － 〇 添付３関連（下部キャビティ注水ポンプによるスプ

レイおよび下部キャビティ注水）
○ ●

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故」 P156～P182 － － － 添付３関連 △

・水素燃焼「大破断ＬＯＣＡ時に高圧注入機能及び低圧注入機能が喪失する事故」 P183～P200 － － － 添付３関連 △

・想定事故１「使用済燃料ピット冷却系及び補給水系の故障」 P201～P204 － － － 添付３関連 △

・想定事故２「使用済燃料ピット冷却系配管の破断」 P205～P208 － － － 添付３関連 △

・崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）「燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事故」 P209～P222 － － － 添付３関連 △

・崩壊熱除去機能喪失（全交流動力電源喪失）「燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が喪失し、原子炉
補機冷却機能が喪失する事故」

P223～P242
－ － － 添付３関連 △

・原子炉冷却材の流出「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリ機能が喪失する事故」 P243～P254 － － － 添付３関連 △

・反応度の誤投入「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤作動等により原子炉へ純水が流入する事故 P255～P259 － － － 添付３関連 △

先行プラントと同内容 △

警報なし津波許可後、必要に応じて反映要 (○) 〇（津波）

本文 ＋添付書類五 P8～P27 － － － 先行プラントと同内容 △

本文 ＋添付書類六 P28～P197 － － － 先行プラントと同内容 △

1.1 安全設計の方針 － － 〇 土石流対策 ○ ●

1.2 安全機能の重要度分類 － － － 先行プラントと同内容 △

1.3 耐震設計 － － － 先行プラントと同内容 △

津波対策の差異を説明 ○ ●

警報なし津波許可時、必要に応じて修正ご説明 (○) 〇（津波）
1.5 火災防護に関する基本設計（1.9、10.5含む） － － 〇 火災防護対策の差異を説明 ○ ●

1.6 溢水防護に関する基本方針（10.6含む） － － 〇 溢水防護対策の差異を説明 ○ ●

1.7 竜巻防護に関する基本方針 － － 〇 竜巻防護対策の差異を説明 ○ ●

1.8 火山防護に関する基本方針 － － 〇 火山防護対策の差異を説明 ○ ●

1.9  外部火災防護に関する基本方針 － － 〇 外部火災防護対策の差異を説明 ○ ●

1.10 品質保証の基本方針 － － － 先行プラントと同内容 △

先行プラントと同内容 △

警報なし津波許可時、必要に応じて修正ご説明 (○) 〇（津波）
2.   プラント配置 － － － 先行プラントと同内容 △

4.1 燃料の取扱設備及び貯蔵設備 － － 〇 ５５G燃料の導入（9/19ヒア内容と同等） ○

4.2  使用済燃料ピット冷却装置 － － － 先行プラントと同内容 △

4.3 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 － － － 先行プラントと同内容 △

4.4 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 － － － 先行プラントと同内容 △

4.5 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 － － － 先行プラントと同内容 △

5.1 １次冷却設備 － － － 先行プラントと同内容 △

5.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 － － － 先行プラントと同内容 △

5.5 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 － － － 先行プラントと同内容 △

5.6 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 － － － 先行プラントと同内容 △

5.7 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 － － － 先行プラントと同内容 △

5.9 原子炉補機冷却設備 － － － 先行プラントと同内容 △

5.10 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 － － － 先行プラントと同内容 △

5.11 蒸気タービン及び附属設備 － － － 先行プラントと同内容 △

6.3 プロセス計装 － － － 先行プラントと同内容 △

6.4 計装設備（重大事故等対処設備） － － － 先行プラントと同内容 △

6.5 試料採取設備 － － － 先行プラントと同内容 △

6.6 原子炉保護設備 － － － 先行プラントと同内容 △

6.7 工学的安全施設作動設備 － － － 先行プラントと同内容 △

6.8 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 － － － 先行プラントと同内容 △

6.10 制御室 － － － 先行プラントと同内容 △

7.3 固体廃棄物処理設備 － － － 先行プラントと同内容 △

8.1 放射線管理設備 － － 〇 ５５G燃料の導入（9/19ヒア内容と同等） ○

8.2 換気設備 － － － 先行プラントと同内容 △

8.3 遮蔽設備 － － － 先行プラントと同内容 △

9.1 原子炉格納施設 － － － 先行プラントと同内容 △

9.2 原子炉格納容器スプレ設備 － － － 先行プラントと同内容 △

9.3 アニュラス空気再循環設備 － － － 先行プラントと同内容 △

9.4 安全補機室空気浄化設備 － － － 先行プラントと同内容 △

9.5 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 － － － 先行プラントと同内容 △

9.6 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 － － － 先行プラントと同内容 △

9.7 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 － － － 先行プラントと同内容 △

9.8 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 － － － 先行プラントと同内容 △

9.9 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 － － － 先行プラントと同内容 △

9.10 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 － － － 先行プラントと同内容 △

9.11 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 － － － 先行プラントと同内容 △

10.1 非常用電源設備 － － － 先行プラントと同内容 △

10.2 代替電源設備 － － － 先行プラントと同内容 △

10.3 常用電源設備 － － － 先行プラントと同内容 △

10.4 補助蒸気設備 － － － 先行プラントと同内容 △

10.5 火災防護設備 － － － 先行プラントと同内容 △

先行プラントと同内容 △

警報なし津波許可後、必要に応じて反映要 (○) 〇（津波）
10.7 補機駆動用燃料設備 － － － 先行プラントと同内容 △

10.8 非常用取水設備 － － － 先行プラントと同内容 △

10.9 敷地内土木構造物 － － － 先行プラントと同内容 △

10.10 緊急時対策所 － － － 先行プラントと同内容 △

10.11 構内出入監視装置 － － － 先行プラントと同内容 △

10.12 安全避難通路等 － － － 先行プラントと同内容 △

10.13 通信連絡設備 － － － 先行プラントと同内容 △

11. 運転保守 － － － 先行プラントと同内容 △

12. 運転保守に係る品質保証活動 － － － 先行プラントと同内容 △

○ （○）

1.11 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針
－ － －

資料２ 保安規定と手順との関連
【約300ページ】

－

資料３ 上流規制（設置許可）
【約1600ページ】

－

P198～P885

10.6 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備
－

本文 ＋添付書類八

1．重要事故シーケンスと保安規定記載内容について

－

1.4 耐津波設計（10.6含む）

２．火災、内部溢水、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る保安規定記載内容について
P260～P275 P551～P579

－

－－
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資料②

1月
9/5

10 :00
～

12 :00

9/12
10 :00～
12 :00

9/19
13 :30～
16 :30

9/26
10 :00～
12 :00

10/8
13 :30～
15 :30

10/23
10 :00～
12 :00

10/29
13 :30～
15 :30

11/5
13 :30～
15 :30

11/12
10 :00～
12 :00

11/19
13 :30～
15 :30

11/20
13 :30～
15 :30

11/26
13 :30～
15 :30

12/3
16 :00～
18 :00

12/10
13 :30～
14 :45

1/14
13 :30～
15 :00

3/17 13 :30～15:30
（コメント回答1件、資
料提出1件、火山）

4/14 11 :00～12:00
（コメント回答、資料

提出2件）

有毒ガス 警報なし津波

警報なし
津波

○（コメント回答） ○

残り説明

○

説明資料

T１２
固有説明事項 備考

該当：〇 ●

11月９月 10月 12月

高浜発電所 保安規定変更認可申請スケジュール（想定）

詳細資料 比較表ページ該当ページ

設置変更許可
申請との関連
（補足説明資料）資料No

● ●（コメント回答含む）● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●

○：詳細説明実施

△：資料ご確認

□：適宜参照

先行プラントと同内容 △

警報なし津波許可後、必要に応じて反映要 (○) 〇（津波）
追補1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 － － 〇 下部キャビティ注水ポンプによるスプレイおよび下
部キャビティ注水

○ ●

追補1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.14 電源の確保に関する手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.15 事故時の計装に関する手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.17 監視測定等に関する手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

追補1.19 通信連絡に関する手順等 － － － 先行プラントと同内容 △ ●※

先行プラントと同内容 △ ●※

警報なし津波許可後、必要に応じて反映要 (○) 〇（津波）

保安規定変更内容に応じて必要範囲を説明 ○ ●

警報なし津波許可後、必要に応じて反映要 (○) 〇（津波）

※：資料提出（読み方のみ説明）

資料４ 上流規制（工認）
【約100～150ページ】

5.1 重大事故等対策

P886～P1765

－ － －

5.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における事項
－ － －

本文十号 ＋添付書類十

－ －
別添１「基本設計方針他に記載された運用要求事項の整理」
別添２「保安規定及び社内標準の変更を伴わない運用要求」

P7～P82（1号）
P83～P156（2号）

－
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